
 

 

先日、パリ・オリンピック、パリ・パラリンピックが開催され、成功裏に終了しました。 

パラリンピックは、オリンピックと同じ年に、同じ都市で開催される世界最高峰の障がい者スポ

ーツ大会です。今回は障がい者スポーツを通して、障がい者の人権について考えてみましょう。 

 

障がい者の人権について 
 「人間の輪」  第２編自分の周りに目を向けよう ④障がい者の人権を考える に詳しく記載されていま

す。 

次の表は、内閣府による、「障害者に関する人権問題」の世論調査の結果です。 

 障がい者を取り巻く様々なバリアには、「物理的なバリア」、「制度的なバリア」、「文化・情報面のバリ

ア」「心のバリア」などがあります。 

『人間の輪』には、心のバリアについて、「心ない言葉や視線、障がい者を保護すべき存在としてとらえる

など意識上の障がいのこと。『心のバリア』を取り除くためには『共に生きる』ことを体験することです。」と

あります。 

 

パリ パラリンピック開催される。 

Ｈｅａｒｔｆｕｌ Ｄａｙ 
北条高校人権委員会 

令和６年９月１８日 

     Ｎｏ.１７３ 



 

パリ・パラリンピック開催 
パリ・パラリンピックは、８月２８日～９月８日にかけ、２２競技５４９種目が開催されました。 

愛媛県ゆかりの選手として、山口尚秀選手（競泳）、石山大輝選手（陸上）、広瀬順子選手（柔道）、が出場

し、活躍しました。 

 選手たちの活躍に、感動し勇気をもらった人も多いと思います。パラリンピックを通して、障がい者の人

権について考えてみましょう。 

 

  

 

 

                                                

石山選手は日本選手団の旗手を務めました。 

   広瀬選手 金メダル 

   山口選手 銅メダル 獲得です。 

  法務省人権擁護局が企画し、人権教育啓発推進センターが編集した、啓発冊子があります。法務省のホ

ームページに掲載してあります。 

www.moj.go.jp/content/001267256.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京パラリンピックを前に作られた冊子ですが、「障害のある人の人権」について、丁寧に説明してあ

ります。ご一読ください。 

目次にもあるように、心のバリアフリーを目指すためには、『知る』『考える』『行動する』ことが大切で

す。まずは、パラリンピックや障がい者スポーツについて『知る』ことからはじめましょう。 

http://www.moj.go.jp/content/001267256.pdf


 



先日、２年生人権委員が松山盲学校オープンスクールに参加してきました。 

写真は、障がい者スポーツ体験学習の様子です。詳しくは次回ハートフルデーで紹介          

す         する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内でも、様々な障がい者スポーツが行われています。 

サン・アビリティーズ今治（今治市障がい者文化体育施設）  今治市長杯 身体障がい者親善アーチェリー大会 

                                             

                                            

 

第２９回日本1D（知的障害）陸上競技選手権大会が、１０月１９日・２０日 愛媛県総合運動公園陸上

競技場で開催されます。 

 

 

 

 

 

 

 

ぜひ、障がい者スポーツを通して、「心のバリアフリー」を目指していきましょう。 

担当 1年次 人権委員 


